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マレーシアにおける日系輪出指向企業

穴沢 農

序

マレーシア 1)における日系製造業企業(子会

社及び合弁企業)はその指向する市場をもとに

現地市場指向企業と輸出指向企業に大別され

る。前者にはマレーシアの輸入代替工業化によ

る既存の輸出市場の喪失を回避する形で進出し

た企業及び新たにマレージア市場を開拓する目

的で進出した企業が含まれる。後者は当初から

日本及び第3国への輸出を目的として進出した

企業である。

一般にわが国の直接投資や日系多田籍企業に

関する研究は，特定国(地域)の全産業又は特

定産業のグローパノレな活動を対象としたものが

多いが，現地市場指向企業と輸出指向企業とは

指向する市場が大きく異なるのみならず，戦略

上の違いから派生する種々の相違点を有するた

め， 日系製造業企業を上記 2種類に分類したう

えでの研究もまた有益で、あると考えられる 230

本論文ではマレーシアという特定の環境に進

1)マレーシアは1957年に英国より独立。圏土はマレ
一半島(西マレーシア)とカリマンタン島北部の
サパ，サラワク(東マレーシア)よりなり，総面

積は約33万回。 1984年の人口は1，527万人。人口

の83%が集中する西マレーシアでの人種構成はマ

レー系(ブミプトラ)56.3%.中園系32.9%. イ

ンド系10.1%であった。開国は典型的な多人種国
家と言われ，政治面ではマレー系(ブミプトラ)

が，経揖面で寸土中国系住民が優位にある。 1984年
の1人当り関民総生産は約2.000ド、ノレで‘あった。

2)在マレーシア尽系製造業企業をこの観点から分析
した研究には次のものがある。池間誠「日本の対
マレーシア直接投資一輸出指向型対現地帯場指向
型JIi一橋論叢』第76巻第2号 (1976年8月〉。

出した日系製造業企業のうち輸出指向企業を取

り上げ，これらの行動の実態を明らかにすると

共にその特徴を浮き彫りにすることを試みる。

その際，資料の制約があり充分とは言えない

が，可能な限り輸出指向企業と現地市場指向企

業との差異を明らかにしたし、。また，必要に応

じて欧米系輸出指向企業との対比をも行なうも

のとする。

なお，輸出指向企業も木材加工のようにマレ

ーシアの資源を加工し輸出する企業と自出貿

易地区 (FreeTrade Zone，以下 FTZとす

る)に進出している FTZ企業等に分類される

が，本論文は筆者のマレーシア留学中， 1983年

11月から翌年3月にかけて行なった FTZsで

の調査を基礎としているため，対象は FTZ企

業に限定する。

以下においてまず日本の対マレーシア直

接投資を概観し1Iではマレーシアの FTZs

設立の背景となった同国の輸出指向工業化戦略

と FTZsの全体像に言及する。 Eにおいては

日系 FTZ企業の実態を明らかにし，さらにW

においてマレーシア政府の打ち出す種々の政策

とこれらに対する日系 FTZ企業の対応を見

る。

なお， この場を借りて，調査に御協力頂いた

企業，一年間のマレーシア留学のための奨学金

を提供して頂いた菌際ロータリー財団，そして，

マラヤ大学政経学部大学院で御指導頂いた

Gregory Thong教授ならびに CheePeng 

Lim準教授に謝辞を述べたい。
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国 1-1 日本の対マレーシア直接投資
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出所:大蔵省「財政金磁統計月報J1977年 9月及び1985年四月。

I 日本の対マレーシア直接投資

わが国の対マレーシア甚接投資の累計は大蔵

省の資料によれば1984年度末で 879件， 10億 4

千 6百万ドノレに達しており， これは件数におい

ては対アジア 3)誼接投資の 8.1%を占め，金額

においては5.8%を占めていた。また，この金額

は日本の対アジア霞接投資の中ではインドネシ

ア，香港， シンガポール，韓国に次いで第 5位

に位置し， t世界の中でも第16i立であった。図 1

-1はわが国の対マレーシア直接投資を時系列

で見たものであるが，件数においては1973年と

83年にピークがあり，金額では1973年と80年に

どークがあり， 83-84年にかけても増加してい

た。このうち1980年には件数が少ないにもかか

3)大蔵省「財政金融統計月報Jにおける分類では，
アジアはブルネイ，スリランカ，香港，インド，
インドネシア，韓国，マレーシア，フィリピン，
シンガポール，台湾，タイ，中間，その他からな

り，中近東は含まれなし、。

わらず金額が急増したが， これは化学プラント

に対する大規模な投資による。

次に製造業部門に限定して見ると， 日本から

の直接投資は1984年度末累計で466件， 7億5千9

百万ドルで、あった。これは件数で、対マレーシア

直接投資全体の53.0%，金額で72.6%に相当し

た。また， これは件数において対アジア製造業

直接投資の8.3%，金額において10.8%を占め

ていた。件数においてはアジアの中で台湾，韓

国， シンガポール，インドネシア，タイに次い

で第 6位，金額ではインドネシア，シンガポー

ノレ，韓国に次いで第4位の位置にあった。また，

世界の中でも件数は第8位，金額では第7位で

あった。

産業別にみると，表 1-1にあるように，わ

が国の誼接投資は1984年度末累計で，件数では

電機が91件で第 1位，次いで木材・パルプ (71

件)，鉄 e非鉄 (52件)，繊維 (47件)，化学 (46

件)の 11買であった。一方，金額においては化学
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マレーシアは基本的には工業化促進のため，

外資の進出を歓迎するという姿勢をとってお

りペ 事実，製造業部門における外国企業5)の

比重は， fi&下額向にはあるが依然として高く，

1981年では生産額の39.6%，労働力の25.8%が

外国企業によって占められていたの。 同閣は製

造業への甚接投資を助長するためパイオニア・

ステータス企業に対する免税7) その他，投資

税額控除等々のインセンティブめを供与してい

(1億8千万トソレ)，鉄・非鉄(1億3千 8百万

トソレ)，繊維(1億3千 7百万ドノレ)，電機 (9千

4百万トソレ)が上位を占めた。

時系列で見ると， 1972年度末累計では木材・

4) Chee Peng Lim and Lee Poh Ping，“Japanese 

Direct Investment in Malaysia， with Special 
Reference to Japanese Joint Ventures，" 
Sekiguchi Sueo ed.， ASEAN-] apan Relations 
Investment， Singapore : Institute of Southeast 

Asian Studies， 1983. p. 62. 
5 )マレーシア政府の基準では，外国会業とは外聞人

の出資が50%を超えている企業をさす。
6) Department of Statistics， Malaysia， Census 

oll¥1Janulacturing Industries 1981， Kuala 
Lumpur : Malaysian Government， 1983， p. 64. 

7) 1958年の創始産業法 (PioneerIndustry Or-
dinance)及び1968年の投資奨励法(lnvestment
Incentive Act)において，政府は創始産業に投

資する企業，すなわちパイオニア・ステータス企

業に対しその投資額に基づき 2-5年間法人税

(40%)及び開発税 (5%)を免除するとした。

さらにこれら企業は①政府の指定する開発地域へ
の進出，②優先品目の生産，③50%以上の国産品
使用，のうち 1つを満たすことにより 1年づっ最

高3年まで免税期間を延長しうる。

8)投資税額控除の他に雇用促進免税制度，指定地域

パルプが件数，金額において第 1位であり，資

源加工型の直長投資が多かったことが窺える O

また， この時点で電機が件数，金額で第2位に

あった。これは後述するように日系 FTZ企

業のうち電機産業に属するものが70年代初に多

く進出したことを一部反映している。 1976年度

末では件数は依然として木材・パルプが，金額

では繊維が第 1位となっている。 1972年一76年

では識経と電機での進展が見られた。また， こ

の間の繊維の金額の伸びは主に FTZsへの投資

に起因する o 1982年度末では件数は木材・パノレ

プが，金額では化学が第 1位であった。化学の

金額の急増は前述のように大型化学プラントへ

の投資による。また， 1976年一82年を通じても

繊維，電機の伸びが堅調であった。 1984年度末

では前述の通りであるが， 1982年一84年にかけ

ては鉄・非鉄，輸送機で金額の急増がみられ

これは重工業公社との合弁による製鉄所建

設と向じく重工業公社との合弁による乗用車と

二輪車への投資に伴なうものである O

の間も電機の直接投資は堅調であった。

h 

'--また，

た。
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るが，他方では，現行の新経済政策9)に基づき，

外資の出資比率規制や人種別雇用等の規制をも

実施している。

日本の対マレーシア製造業直接投資は1957年

の繊維の合弁事業に始まるが， 60年代末までは

免税制度，減価償却割増し能度，輸出奨励制度等

がある。

9) 1971年に1990年を目標に打ち出された新経済政策

(New Economic Policy)の2大自擦は貧困の

撲誠と社会の再編であるが，これに付隠して人種

間の株式所有比率の是正，各産業の雇用における

人種の偏荘是正等の具体策が含まれる。新経済政

策は基本的にはマレ一系住畏(ブミプトラ)の経

済的地位の向上を目指すものである O

あまり活発でなく， 69年までは計46件の合弁事

業があったにすぎない10)。しかし 1970年末に

おいてわが国はすでにシンガポーノレ，英国，米

国に次ぐ第4の投資閣であった。 70年代にはい

ると，前述のように投資は活発化し 70年代央

には投資額累計でシンガポーノレに次いで、第 2位

となり現在に至っている。また， 1984-86年に

かけては日本の産接投資がシンガポールのそれ

10) Chee Peng Lim and Lee Poh Ping， Jaρanese 
Direct Invesfment in Malaysia， Tokyo : 1n. 

stitute of Developing Economies， 1979. (森

健訳~"レーシアに対する日本の直接投資』アジ
ア経済研究所， 1979年， p. 5.) 
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マレーシアにおける日系製造業

企業の産業別分布及び従業員数

11社当り
従業員数

103.3 

835. 7 

285.2 

88. 4 

250. 1 

620 

l企業数 i従業員
総数

110，028 

2， 852 

1， 768 

5，502 

6 
。

山

内

リ

内

リ

守

山

1

i

1
ム

ワ
μ

q
山

産業

食料

綴

木

;fi 

鉄

機

緩

プ

学

欽

械

表1-3

材・パ ノレ

治・イヒ

・3ド

電 子・電気機器 30 16， 730 

主命 送 機 15 6，751 450. 1 

そ の 他 20 5，781 289. 1 

製造業駐在員事務所 12 36 3. 0 

音「 147 50，068 340.6 

13)他閣では輸出加工IR(Export Processing Zone) 

と呼ばれる場合もある。マレーシアの FTZsに

ついては以下に詳しし、。

Chee Peng Lim and Lim Chui Choo，“Zon己S
of Prosperity，" Malaysian Business， crぜか
vember. 1980). 

Mrinal Datta-Chaudhuri，“The Role of Free 
Trade Zones in Employment Creation and 

Industrial Growth in Malaysia，" Lee Eddy 

ed.， Export Processing Zones and lndustrial 
Employment in Asia， Bangkok: ILO-AR-
TEP， 1984. 
MaexRudy，“Employment and Multinationals 
in Asian Export Processing Zones，" Bangkok 

ILO-ARTEP， Working Paper No. 26， 1983. 
Warr Peter G. ，“Malay戸r冷si匂a'sIndωusはtria叫1En-
claves : Benefits and Cosはts丸"The DeveloPing 
Economies， Vol. 25， No. 1 (March 1987). 

Anazawa Makoto，“Free Trade Zones in 
Malaysia，" HOKUDAI ECONOMIC PAPE-
RS， Vol. 15， 1985-86. 
藤森英男「マレーシアの自由貿易地域」藤森英男

編『アジア諸罰の輪出加工区』アジア経済研究

所， 1978年，所収。

14)アジア諸国の輸入代醤工業化及び輸出指向工業化

については以下を参照のこと。

鈴木長年編『アジアの経済発展と輸出指向工業

イ凶アジア経済評究所， 1974年。

渡辺利夫『開発経済学研究』東洋経清新報社，

1978年。
村上敦『開発経済学Jダイヤモンド社， 1971年。
Lee Eddy ed. ， EXlうort-LedIndustrialization 
and Development， Bangkok ILO-ARTEP， 
1981. 

15)輪出控除，加速的減価償却，海外での服売促進の

ための控諒が設けられた。

出所:日本叉易振興会 Fマレーシアにおける日系進出

企業の現勢jJ1986年， p. 18. 

、.

暦年ではトップに立っている 11)。

マレーシア側の資料では1984年末で日本の対-

マレーシア製造業投資残高は表 1-2にあるよ

うに10億 6千 750万リンギ12)に達しており，全

外国投資の22.1%を占めていた。産業別では輸

送機器，繊維品，非金属鉱物製品，電気・電子

機器，基礎金属製品，木製品，機械で日本が第

1の投資簡であった。

また， 日本貿易振興会の調査によれば， 1985 

年時点での自系製造業企業の産業73U分布及び従

業員数は表 1-3のとおりであった。企業数は

147社で電子・電気機器， 鉄・非鉄， 石油・化

学で多く，従業員総数は約 5万人に達し，同年

のマレーシア製造業部門の5.8%を占めていた O

産業別では電子・電気機器と繊維で従業員数が

多く，これらに輸送機，鉄・非鉄が続いていた。

II 

一般に FTZS13
) は低開発国においては輸出

指向工業化の一方策として設立されるが， ここ

ではまず， FTZs設立の背景となったマレーシ

アの輪出指向工業化戦略について述べ，次いで

本論文の分析対象である FTZ企業の立地する

FTZsの全体像を概観する。

マレーシアの工業化戦略も基本的には輸入代

替工業化と輸出指向工業化に大別されるが 14)

1970年代に入り， 1957年の独立以降継続されて

来た輸入代替工業化から輪出指向工業化へとそ

の重点が移行した。これに先立ち1968年の投資

奨励法において輸出指向企業に対するインセン

ティブが初めて導入された 15)。

マレーシアの輸出指向工業化と

自由貿易地区

を上まわり，

11)以上は主に日本貿易振興会『海外市場白書J各年

号によった。
12) リンギ (ringgit)はマレーシアの通貨単位。

1984年の時点では 1リンギ=97円。
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1970年代に輸出指向工業化へ重点を移行した

要因としては以下の 3点が考えられる O まず第

Iに， 60年代末に輸入代替を中心として来た製

造業部門の成長率が鈍化したことがあげられ

るo 60年代を通じて製造業部門は年平均10.2%

の高い成長率を記録したが，この成長は主に

輸入代替によった1520 しかし， 60年代末までに

当時の主要産業(食品，木材，タパコ，化学，

ゴム等〉は既に輸入代替を完了しており，狭i重

な閣内市場が闇産品で満たされると共に， これ

ら主要産業の成長率は国内需要の増大にのみ依

存するようになり，次第に低下することとなっ

たのである。当時，上記の主要産業が国内製造

業部門の生産額の 7割近くを占めており， これ

ら産業の成長率低下は結果として製造業部門全

体の成長率を低下させるに至ったのである O 換

言すれば，輸入代替の“easyphase" 17)は60年

代末までに終了していたのである O この期にお

よんで，比較的容易に輪入代替を開始しうる他

の産業は少なく，一方，新経済政策下でその成

長が期待された製造業部門は輸出指向工業化に

一つの活路を見い出そうとしたのである O

第2としてはマレーシアの輪出品目の多様化

が考えられる。他のアジア諸国では外貨不足が

輸出指向工業化を促進させる主要因となった

が，マレーシアでは一次産品の輪出に支えられ，

外貨不足に藍面することはなかった。しかしな

がら，一方で、マレーシア経済はゴムと錫の輸出

に過度に依存するものとなっていたのであ

る18)。特に独立後はゴムが最も重要な輸出品で

16) Hoffmann Lutz and Tan Tew Nee，“Pattern 
of Growth and Structural Change in羽Test
Malaysia's Manufacturing Industry 1959-

1968，" Lim David ed.， Readings on Ma齢

laysian Economic Development， Kuala Lum働

pur : Oxford University Press， 1975， pp. 142-
45. 

17)輪入代替が行なわれた産業は当初急速に成長する
が，国内市場が飽和されるに従い成長が鈍化す
る。 easyphaseとはこの急成長期を言う。

18)マレーシアの輸出イ衣存率 (申告出 /GNP) は1960

年代は平均44.6%であった。また， 1960年の全輸
出額の55.1%がゴムで占められていたc

あった。しかし， 60年代を通じてゴムの輸出価

格は抵落しマレーシア経済に大きな影響を与

えたのである C このため，政府はゴムや錫など

一部の輸出品に依存する経済体質を改善すべ

く，輸出品目の多様化をはかった。一次産品内

においてはパームオイノレ，木材，石油の輸出増

により多様化が進んだが，同時に工業製品の輸

出もその拡大がはかられたので、ある。

第3としては生産要素配分の是正と雇用創出

があげられる。 60年代のマレーシアの輸入代替

工業化は製造業部門を資本集約的なものとして

いた。これは主に税制上のインセンティブによ

るものである 1九しかしマレーシアの要素賦

存状況(稀少な資本と相対的に豊富な労働力)

のもとで資本集約的な産業が形成されたことは

要素の最適配分から大きく~離した状態を生み

出し，た。さらにマレーシアでは1970年には失業

率が 7.8%に達しており，失業問題の解決が重

要な課題であったにもかかわらず，輸入代替工

業化は充分な雇用機会を創出してはいなかった

のである。当時，第一次産業での麗用は既に頭

打ちとなっていたため，第 2，第3次産業での

麗用創出が期待され，特に新経済政策との関

連でブミプトラ 20)の第 2，第 3次産業での雇用

創出が企閣された。そのため，製造業部門では

労働集約的産業の拡大がはかられたのでドある。

またこれらは比較優位を持つため，輸出指向的

となることによって狭陸な宮内市場という足か

せなしに発展しうるものと考えられたのであ、
るO

以上の理由からマレーシアは輸出指向工業化

を開始したのであるが， 70年代初においては工

業製品輪出の中心は輸入代替を完了していた資

19) Teh Kok Peng， Protection， Fiscal Ince1Ztives 
and Industrialisation ilZ West Malaysia Since 
1957， Kuala Lumpur : Faculty of Economics 

and Administration， University of Malaya， 
1977， p. 119. 

20)マレー語で「土地の子」の意味。主にマレ一系住
民をさすが，憲法の規定では，マレ一語を話L，
イスラム教徒で，マレーの風搭習慣に従って生活

する者とされている。
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源ベース産業(食品，木材等)であった。これ

は一般に低開発国の主要輪出指向産業となる繊

維産業等の労働集約的産業がこの時点ではし、ま

だ輸入代替を完了していなかったことにもよ

る。このため政府は労働集約的輸出指向産業の

急速な拡大のために外国企業の誘致をはかり，

特に電気・電子産業の誘致を積極的に展開した

のである O そのために， まず， 1971年に政府は

「電子産業に対する特別措置Jを発表した。こ

れはすで、に導入されていた創始産業に対するイ

ンセンティブの変形であり，パイオニア・ステ

ータス企業よりも 2年長い免税期間を供与する

というものであった。さらに1973年には向様の

特典が繊維等他の労働集約的輸出指向企業にも

供与されることとなった。これと並行して， こ

れら企業の受け皿として FTZsが設立された

のである O

FTZsとは関税上の飛地であり，輸出のため

の加工生産を行なう企業のために設立されるも

のである o FTZsに進出した企業は輸出生産の

ために輸入される原材料，中間財，資本財の輪

入関税が免除されるという特典を与えられ，輸

出品に関しても輸出関税は課されない。なお，

マレーシアでは FTZ企業は製品の 80%以上

を輪出することが義務づけられている O また，

FTZsにおけるとほぼ問じ特典が保税工場(Li哨

cenced Manufacturing Warehouse， LMW) 

の資格を得ることにより FTZs外でも享受し

うる O

マレーシアの FTZsは1971年の自由貿易地

区法 (FreeTrade Zone Act)の施行の下，

1972年にベナンチ1'1パヤン・ノレパス (BayanLe司

pas) にその第 1号が設立され， その後， 1972 

年一74年にかけてマレー半島西甑岸のベナ

ン， スランゴーノレ， マラッカの 3升Iで設立が相

次ぎ，現在 8ケ所の FTZsが存在する 21)

21)これらは gazettedFTZsと言われ， その他に
designated FTZsと呼ばれる工業団地がある。

これらにおいては主に保税工場が操業をしてい

る。

(Bayan Lepas， Prai， Prai Wharf，以上ベナ

ンナH，Sungai Way， Ampang/Ule Klang， 

Telok Panglima Garang，以上スランゴーノレ

州， Batu Berendam， Tanjong Kling，以上

マラッカナ1'1)0 1983年の時点では上記 8 FTZs 

で計88社が操業中であった。これらはマレーシ

アにおいては資本金，従業員数において大規模

な企業であるが，労働集約的企業が大半を占め

ていた。 FTZsでの全従業員数は 7万 5千・人

を超え，製造業部門の雇用の 9.7%を占めてお

り，また， これら FTZsからの輸出額は1982

年時点で39億 3千万リンギ22)に達し，開年のマ

レーシアの工業製品輸出の45.4%を占めるに至

っていた。

FTZ 企業を出身国民jで見ると， 日本27社，

米国26社，西独12社が上{立を占め， これら 3国

で全体の 3/4弱を占めていた。また，産業;ijljで

は電気。電子が47社と半数以上を占め，次いで、

繊維 (10社)， 精密機械， プラスチック(各 5

社)となってし、た2九

III 日系輸出指向企業

前述のように本論文では日系輸出指向企業の

うち FTZ企業を取り上げる。調査時点(1983

年11月-1984年 3月)においてマレーシアの

FTZs に進出していた日系企業は 27社であっ

た。さらに，マレーシアには前述の 8ケ所以外

にも通常， FTZsと呼ばれる工業団地があり，

これらにおいては保税工場の資格を得た企業か

主に操業している O これらの中から司系企業 1

社についても調査を実施したので， これを含め

るとここで;取り扱う FTZ企業は28社となる。

これら28社中アンケートを回収しえた企業は

15社であり， さらにスランゴーノレ州内の企業を

中心に12社についてはインタピューをも実施し

スニO

く産 業〉

22) Warr Peter G.， 0ρ. cit.， p. 39. 
23) Anazawa Makoto， 0ρ. cit.， p. 106. 
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これ

究

うに単年では1973年が 8社で最多であり，

は iで、見た73年の対マレーシア麗接投資のピー

クと一致する。次いで1972年の 5社， 1974年，

79年の 3社と続くが， 70年代前半に18社が進出

している。これは主に日本側の要因，すなわち

対外直接投資自由化措置の進展と圏内での労働

力不足とそれに伴う賃金の高騰24)及びマレーシ

ア側の FTZs設立に伴なう積極的な企業誘致

の結果と言える。また， 1979年に進出企業が多

くなった原因は主に1978年の円高であったと考

えられるO

く企業規模>

次に日系 FTZ企業の規模を払い込み資本金

及び従業員数から見る O

個々の日系 FTZ企業の払い込み資本金は45

万リンギから8，000万リンギまで幅広く存在し，

その分布は表 3-2の通りである O 同表から，

払い込み資本金500万リンギ以上1， 000万リンギ

未満ーが 7社と最多であり，次に100万リンギ以

上200万リンギ未満の 5社， 2，000万リンギ以上

の4社と続く O 日系 FTZ企業には労働集約

的企業が多いが一部資本集約的企業も害在し，

特に繊維産業の)11上部門において資本金規模の

大きなものが目立つ。また，全体の平均払い込

研
~ 
寸4済

28社の産業別の内訳は以下の通りである。

気・電子15社，繊維7社，精密機械3社，化学

2社，その他 1社。電気・電子産業に属する日

系企業30社中，半数の15社が FTZ企業であり

繊維産業の12社中 7社が FTZ企業であった。

マレーシアの全 FTZ企業におけると同様，

臼系 FTZ企業においても電気・電子産業

に属する企業が半数以上を占めていた。ただ

し， FTZsへの進出が呂木に次いで多い米国系

FTZ企業の場合， 電気・電子産業のうち特に

半導体関連に集中しているのに対し，日系 FTZ

企業の場合は半導体，各種電子部品，

等製品の幅が広い。また，識経においてはJII上

部門(化合繊〉からJIIJ令部門(染色，紡績，織

エアコン

経

数

日系 FTZ企業の進出年次

J、.
ι 

その他の
企業

2 ( 7.4%) i 23 (17.4%) 

5 (18. 5%) I 24 Cl8. 2%) 
2 ( 7. 4%) I 18 (13. 6%) 
2 ( 7.4%)114 (10.6%) 

3 (11.1%)1 7 ( 5.3%) 

7 (25.9%) I 17 Cl2.9%) 
2 ( 7. 4%) I 15 (11. 4%) 
4 Cl4. 8%) i 14 ClO.6%) 

日系製造業企業の資本金規模表3-2

FTZ企業払い込み資本金

0- 99万 Pンギ

100- 199万リンギ

200- 299万リンギ

300- 399万リンギ J

400- 499万リンギ

500- 999万リンギ
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表3-1

布)まで、を一つの企業グ、ループが有しているケ

ースもみうけられた。

電気・電子及び繊維産業は早くから積極的に

海外進出を推進しており，両者とも代表的なオ

フショア型の進出をも展開している産業であ

る。また，両者はその生産工程の内に労働集約

的なプロセスを有している産業でもある C

く進出時期〉

28社の進出時期を見ると，

出所:筆者の調査による。

27 (100. 0%) 1132 Cloo. 0%) 

注) FTZ企業中 1社については不現。

出所 :FTZ企業については筆者の調査による。その

他の公害実については東洋経済『海外進出企業総

覧1985~ によった o

24)大蔵省「財政金融統計月報J1985:4三12月， p.3. 

言十

表 3-1 にあるよ



1987. 12 マレーシアにおける日系輸出指向企業 穴沢 37 (375) 

み資本金は1.052万リンギであったO これらを

他の呂系製造業企業と比較してみる O これらの

企業の中には輸出指向企業もいくつか含まれる

であろうが，その多くは現地市場指向企業と考

えられるため，全体としては現地市場指向企業

の実態と大差はないと推測される。これらの企

業では払い込み資本金200万リンギ未満の企業

の割合が FTZ企業に比して多いが，こちらも

幅広く分布し，その平均は956万リンギであっ

た。両者の平均を比較するとさほど差があると

は言えない。払い込み資本金に関しては輪出指

向企業であるか現地市場指向企業であるかより

も，産業又は業種による相違がより顕著である

と考えられる。

従業員数については日系 FTZ企業の合計

は約2万人に達し， 日系製造業企業の全従業員

数の約40%を占めている o で、見たように日系

製造業企業では電気・電子，繊維産業で麗用が

多いが，これは FTZ企業の存在によるとこ

ろが大である。日系 FTZ企業の従業員数の

分布は表 3-3のとおりであり， 500人以上1.000 

人未満(7社)， 1. 000人以上2，000人未満(6社〉

の企業が多く，平均では718人であったO これ

に対し他の企業では200人未満の企業が全体の

64.4%と多く，平均でも253人であった。払い

込み資本金と異なり，司系 FTZ企業の従業

員数は他の日系企業を大きく上回っており，雇

表3-3 日系製造業企業の従業員数規模

従 業 員 数 FTZ企業

。一 99人 3 (11.1%) 46 (39.0%) 

100- 199人 2 ( 7.4%) 30 (25.4%) 

200- 299人 14 (11.9%) 

300- 399人 4 (14.8%) 4 ( 3. 4%) 

400-- 499人 4 (14.8%)1 9 ( 7.6%) 

500- 999人 7 (25.9%). 9 ( 7.6%) 

1， 000…-1， 999人 6 (22.2%); 4 ( 3.4%) 

2，000人 以上 1 ( 3. 7%)! 2 ( 1.7%) 

27(100.0%) (100.0%) 

注) FTZ企業中 1社については不明。

出所:表 3-2に同じ。

用創出力が大きいことがわかる。

く出資比率>

司系 FTZ企業の出資比率を見ると，後述す

るようにこれら企業に対しては外資 100%も容

認されているため， 日本側の出資比率は表 3-

4にあるように非常に高い状況にある。 26社中

16社が95%以上を日本側が出資しており， この

うち15社が100%8本側出資であった。また51-

94%の範ちゅうに入る企業の中でも 905古代の

ものが 3社， 80%代が 1社， 70%代が 2社であ

表3-4 日系製造業企業の出資比率

FTZ企業

95-100%(完全所有) 16 (61.5%) 

51-94%(過半数所有) 6 (23.1%)114 (11. 0%) 

50% (半数所有) 一一 3 (2.4%) 

25-49%(少数所有) 4 (15.4%) 

0-24%(微少所有)

26(100.0%) 

注 FTZ企業中 2社については出資比率不明。

出所・表 3-2に同じ。

った。ちなみに日系 FTZ企業の日本側出資

比率は平均88.7%であった。これに対して現地

市場指向企業を中心とした他の日系企業の場

合， 日本側出資比率25-49%のものが半数以上

を占め， これらと出資比率 0-24%の企業を合

計したものが全体の3/4を占めるに至っていた。

また，これら企業の日本側出資比率の平均は

41.9%であった。以上から，一般に輸出指向企

業は完全所有又は過半数所有を選好するが，

現地市場指向企業では少数所有が多いと言え

る2九ちなみにある親企業を同じくする日系企

25)以下を参照のこと。
Stopf01'd John M. and Louis T. Wel1s， J1'.， 

l'vIanaging The Multinational EnterJうrzse，
New Y01'k : Basic Books，1972 (山崎清訳『多
国籍企業の組織と所有政策』ダイヤモンド社，
1976年，第7意〉。
Yoshino M. Y.， ] apan' s Multinational En・

terprises， Camb1'idge: Ha1'va1'd Unive1'sity 

P1'ess， 1976 (石川博友訳『日本の多国籍企業J
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業のケースでも FTZ 企業は100%百本側出資

であったが，現地市場指向企業の場合は少数所

有又は過半数所有であり， 日本側出資比率は

FTZ企業に比して低くなっていた。

-!投に欧米系企業は高い出資比率を選好する

と言われ，事実マレーシアでも米国系企業の約

半数は 100%米国側出資であった2九これに対

して自系企業の出資比率は一般に低いと言われ

るが， このことはマレーシアにおける日系企業

全体には確かに妥当すると言えるが，自系FTZ

企業に関してはあてはまらない。

自系 FTZ企業が高い日本側出資比率を示

している要因としては，マレーシア政府が，他の

低開発国との輸出指向企業の誘致競争上これら

に対して弱L、出資比率規制しか行なわなかった

こと，外貨獲得，雇用創出，海外市場へのアク

セス等の貢献により政府に対して強い交渉力を

持つこと 27) 輪出指向であるためマーケティン

グ等のために現地人パートナーと組む必要性が

少ないこと， また， これらは親企業のグローパ

ノレなロジスティック戦略に基づいて進出してい

るため，親企業はこれらに対する強力なコン

トロールを維持したし、とすること制等が考えら

ダイヤモンド社， 1976年，第5章〉。
吉原英樹「多国籍企業の経営戦略と所有政策一電
機産業の場合一JI!国民経済雑誌J第139巻第4

0979年4月〕。

吉原英樹「多爵籍企業の経営資、源と経営支配一所

有政策の分析枠組-J[F国民経済雑誌J第142巻第
3号 (1980年 9月〉。

26) Kulasingam M. and Tan Siew Ee，“Changing 

Patterns of Foreign Investment in 1¥在alaysia:

Determinants， Issues and Imp叫lica武tiおons句"

Penang Science University， Discussion 
Paper No. 9， 1982， p. 25. 

27)以下を参照のこと O

1司Tells，Jr. Louis T.，“Negotiating with Third 
World Government，" )子arvardBusiness Re-
view， Vol. 55， January-February， 1977. p. 76. 
Helleiner G. K.，“Transnational Enterprise 
in the Manufacturing Secor of the Less 
Developed Countries，" World Develoρηzent， 
Vol. 3， No 9， September 1975. p. 646. 

28)以下を参照のこと。
安室憲一『盟際経営行動論J森山番16，1986年，
第6及び 7

吉原英樹前掲論文c

れる C

a 上記の諸点はまさに現地市場指向企業とは対

照的であると言える。特に毘系企業は受け入れ

国政府の出資比率規制に対しで従11演であり，マ

レーシアでも現地市場指向企業の場合少数所有

を強く勧告されているため， これに従うケース

が多いのである。

<進出理由>

通産省が1985年に実施した調査によると日系

企業のマレーシアへの進出動機は表3…5から，

第 1位が相手国の輸入規制等に対抗し相手国内

市場を確保するための投資(26.4%)であった。

すなわち，マレーシアの輸入代替工業化に対処

するための進出である C そして第2位が相手国

市場の開拓であったO 両者は共に現地市場指向

企業の進出動機であり，再者の合計は48.6%で

あった。この数値はシンガポーノレを除く勉のア

セアン諸国のそれよりも低い。これは主にマレ

ーシアの国内市場がシンガポーノレを除く他のア

セアン諸国よりも狭塩であることに起思すると

考えられる。一方，輸出生産基地とするためと

答えた企業が19.4%でシンガポールに次いで、多

くなっていた。これが日系 FTZ企業の主たる

進出動機と考えられるが，輸出指向企業は資源

加工型の企業を除けば進出先としていくつかの

オールタナティブを持つはずである。その中か

らマレーシアが選択された理由を次に明らかに

したL、。

日系 FTZ企業15社からマレーシアへの進出

理由に関するアンケートの回答を得たが， この

うち 5社は総合的判断により進出を決定したた

め，個々の理由に対する 11町立付けは不可能であ

るとした。残り 10社について見ると，表 3-6に

あるように，進出理由の第 1i立にあげられたも

のは政府の供与するインセンティブであった。

このインセンティブは FTZ企業に対する輸出

入関税の免除と， これらがパイオニア・ステー

タス企業であることに由来する法人税と開発税

の一定期間の免除を包含している。しかし，
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(単位:広)表3-5 我が閣のアセアン進出企業の揮外投資の動機〈出

相手国の総入規制等に対 抗 し
43.5 : 26.41 31.3 9.8 35.5 [ 32. 1 

相手国内市場確保のため投資

自社ブランドの浸透等により 24.61 22.2 1 37.5 i 17.1 i 22.61 22. 6 相 手 国 市 場 の 開 拓 を I s J るため

原 i;j" 手} 在進 保 2. 9 4.2 : 12.5 I 2. 4 1.1 3.4 

労 働 カ 利 A 11.6 12.5 12.5 26.8 22.6 17.2 

輸出 生 産 基 地 と す る ため 8. 7 19.4 6.2 34. 1 14.0 16.6 

そ の イ也 8. 7 15.3 0.0 9. 8 4. 2 8. 1 
一一一一一一一一一一

(100.0)1 (100.0) (100. 0) (100. 0) i C100. 0) (100.0) 

注) 各企業が複数回答出来るようになっている。 この表のノミーセンテージはこのようにして

集められた IID~総数中のシェアを示している。

出所:通商産業省『経済協力の現状と問題点1985J1p. 115. 

表3-6 マレーシアの FTZsへの進出理由

進出理由 ポイント

1. 政府の供与するイ γセ γティブ

2. マレーシアの政治的安定

3. 低賃金利用

4. イゾフラストラグチャーの整備

5. 熟練労働力の存在

6. 市場へのアクセス

7. 土地代

ハU
m

b

n

U

Q

ν

1

A

O

O

ヮ“

9
8
6
4
4
4
4
3
3
 8 英語の使用 30 

9. 原材料供給者へのアク七ス 28 

10 良好な労使関係 27 

注)ポイ γi、は進出理由の第1f立 -10点，第 2位-9 

点一・第10f立 -1点とし，点数を集計。

出所:筆者の調査による。

Teh Kok Peng氏の調査29)が示すように FTZ

企業は上記 2つのインセンティブのうち関税免

除をより重要と把えており， このことはインタ

ピューの回答からも確認された。第2位にはマ

レーシアの政治的安定があげられた30弘前述の

ように日系 FTZ企業の半数以上が70年代初に

進出しているが， 1969年の人種暴動とそれに続

く非常事態宣言からあまり日をおかずに進出し

た企業が多いにもかかわらず政治的安定が上位

29) Teh Kok Peng， op. cit.， pp. 149-156. 
30) Chee Peng Lim and Lee Poh Ping，。ρ.cit.， 

1979.邦訳 p.14. 

にランクされたことはやや意外な感もある。し

かし，人種暴動が比較的すみやかに鎮静化され

たことや，その後の政治的安定がアセアン内で

もシンガポールと共に際立っていること， さら

に， 70年代初にタイなどで毘られた反自感情の

高まりもマレーシアにおいては表面化しなかっ

たこと等がマレーシアの政治的安定を印象づけ

ていると考えられる。

アンケートの結果からは，インセンティブと

政治的安定が 2大進出理由であったと言える

が， これらに続いて抵賃金，インフラストラク

チャーの整備が高いポイントをあげていた。現

在のマレーシアの賃金水準はアセアン内ではシ

ンガポールに次いで高く 31)特に1980年代に入

ってからは日系 FTZ企業も年率10%以上の賃

上げを強いられており， 日本人経営者の間から

も，マレーシアにおいて低賓金労働力利用のメ

リットは大きく低下したとの声が多く閣かれ

た。しかし， 70年代初においてはシンガポーノレ

を除く他のアセアン諸国との貨金格差が大きく

なかったことや日本の賃金水準との格差を考患

31) Basile Antoine and Dimitri Germidis， 1n需

vesting in Free Exρort Processing Zones， 
Paris : OECD， 1984， p. 29. 
Edgren Gus，“Spearheads of Industrializa-

tion or Sweatshops in the Sl1n? ，" Lee 

Eddy ed.， 0ρ. cit.， 1984， p. 38. 
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すれば，低賃金が上位にランクされたことも背

ける O また‘たとえ賃金が低水準で、あっても，

労働生産が低ければ低賃金というメリットは活

かされないが，マレーシアにおいては女性労{勤

者の労働集約的産業における労働生産性の高さ

は多くの経営者が認めるところである 32)。イン

プラストラクチャーについては，マレーシアの

FTZsは， 電力の供給， 土地の造成， さらに

MIEL (Malaysian Industrial Estate Limi-

ted) による標準工場の供給等，行き届いてい

ると言える。また，立地も一部の FTZsを除

いては都市部に近接しており，特にベナン升!の

FTZsは国際空港と港湾に近接し， スランゴ

ーノレチ1'[内の FTZs も国際空港に近い等， その

立地上の優位は否めない。

さらに，アンケートのポイントでは下位に位

置した理由であっても個々の企業にとっては重

要な要閣となったもの， また， アンケートの中

にはないがインタビューから明らかになった種

種の理由が存在したO ここではインタピューか

ら知り得た進出理由について述べる。

まず，特異なケースとしてはマレーシア政府

の要請によりとりあえず FTZへの進出を決定

し，その後に生産する製-品を決定した企業の存

在があげられる。ここには政府の積極的な誘致

の姿勢が窺える。その他，欧州の特恵関税の利

用をあげた企業， 1978年時の円高期に円高対策

として進出した企業などがあった。また， ロジ

スティッグ戦略の一環としてアセアンにある系

列の子会社への中間財の供給を目的として設立

された企業，さらにはシンガポールにある米国

系企業に中間財を供給するために進出した企業

もあった。この他にも，既に FTZiこ進出して

いた元請け企業の要請により FTZvこ進出した

例や，当初， シンガポーノレへの進出を考えて現

32) Lim， Linda Y.， Multinational Firms and 
Manufacturing for Eゅortin Less-Developed 
Countries : The Case of The Electronics 
Industry in Malaysia and Singapore， A 

dissertation submitted for Ph. d. in The 
University of Michigan， 1978， p. 356. 

地調査を行なったが，適当な場所がなく，たま

たま帰路マレーシアに立ち寄り， これが契機と

なって進出を決定したケースもあったO また，

後発の企業にとっては既に進出していた日系企

業の実態を見た上で進出を決定したものもあっ

た。これら以外に日本人学校(クアラルンプー

ル及びベナン)の存在等日本人従業員のための

生活環境が重要であるとの声も閣かれた。

このように日系 FTZ企業の進出理由を見る

ム大前提として上位にランクされたインセン

ティブ，政治的安定，低賃金，インフラストラ

クチャー整備があげられるが， より詳細に検討

すると企業により様々な理由があげられること

がわかる。また， これらは親企業の海外進出設

階の相違にもよると考えられる。

く輸出入パターン〉

ここでは毘系 FTZ企業のうち，アンケート

及びその他の資料から輸出入パターンが判明し

た18社についてその輸出入活動を見る。まず資

本財の輸入について概観し次いで原材料，中

間財の輸入と製品の輸出をひとまとめとして，

基本的なパターンを見る。

資本財の輸入については， これはある程度予

想されていたことではあるが，ほとんどの企業

が 100%日本からの供給に依存していた。マレ

ーシア圏内から工作機械等を調達することはほ

ぼ不可能であり， また， FTZ企業の場合，資

本財の輸入に対しでも関税が免除されているた

め，この結果も当然と言えるであろう O しか

し，欧米系の FTZ企業が本国製のみならず一

部日本製の機械を購入していることとは対照的

ではある。

次に原材料，中間財の輪入と製品輸出の基本

パターンで、あるが 1社で複数のパターンを持

つ企業もあるものの， これは以下の 3つに大別

さhる。

① 日本一マレーシア一日本 (4社)

② 日本一マレーシアー欧米 (6社)

③ 日本一マレーシアーアセアン，アジア

NICs (3社)



①のパターンは低賃金利用型と呼びうるもの

である O ②には低賃金利用型及び特恵関税利用

型が含まれる。③は市場近接型もしくは供給基

地型と言えるものであり，このパターンは日本，

アジア NICs，アセアン間での水平分業の促進

に貢献しているパターンと言える。

以上の 3大パターンの他にも以下のノミターン

が存在した。

③ 日本一マレーシア一世界各国

⑤ 日本一マレーシア -FTZs

⑤ 

⑦ 
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合，海外での付加締値分に対してのみ関税が課

される。このため多くの米国系企業が生産工程

のうち労働集約的な部分をオフショア生産にま

わすこととなった。マレ…シアの FTZsには

米閣の大手半導体企業の多くが進出しており，

半導体の生産基地となっているため， このパタ

ーンが一般的に見うけられる。

穴沢マレーシアにおける日系輸出指向企業12 1987. 

世界各国一マレーシア一世界各国

このうち⑤は海外への輸出は一切行なわず，

マレーシア国内の FTZsのみに製品を供給す

るというきわめて特異な例である O ⑦は繊維産

業にみられるパターンである。また，ベナンに

進出した繊維企業は間ーグループ内で京材料，

中間財の一部を相互に供給していた33)。

以上から，日系 FTZ企業においては原材料，

中間財の輸入は資本財と同様日本からの供給に

依存するケースが多いが，輸出先についてはか

なり多様化していることがわかる。このことは

欧米系 FTZ企業と対比させると明確である。

欧米系 FTZ企業の場合は本国一マレーシア一

本国という上記①と対応するパターンが中心

であり， これは国捺下請けの FTZ企業に特徴

的なものとされている300 特に米国系 FTZ企

業では米閣の関税優遇措置806.30，807.00を利

用したオブショア生産が典型的に見られる O

の関税優遇措置の下では米圏内で生産された中

間財が海外で加工され再び米国に輸入された場

33) Chi Seck Choo，“The Impact of Foreign 
Manufacturing Firms on the Local Region. 

A Case Study of Prai Free Trade Zone， 
Penang，" GeograρJzica， Vol. 12， 1977， pp. 21-
30. 

34)間際下請けについては以下を参照のこと。
Germidis Dimitri ed.， International Subcoル
tracting A NeUJ Form 01 Investment， Paris : 
OECD， 1980. 
Sharpston Michael，“International Sub-Con-
tracting，" Oxford Economic Paρers， March 
1975. 

次に日系 FTZ企業の企業内取引35)について

見る。ここでは企業内取引を輸入と輸出に分け

て検討する。もちろん，業麓の相違により，

なりの差はあると考えられるが，資料を入手し

得た15社の企業内取引比率は表3-7のように

カミ

出

3 

1 

1 

1 

ー

ム

ヴ

d

事言

企業内取引比率

入

3

1

1

1

1

3

 

1 

総

表3-7

100% 
90%~ 

80%~ 

70%~ 

60%~ 

50%~ 

40%~ 

30%~ 

20%~ 

10%~ 

O%~ 

なる。

アジア NICsシンガポールーマレーシア

4 

14社

注)総出については 1社が不弱。
出所:筆者の調査による。

15社計

100%企業内取引で輸入している 3社を含み，

15社中10社が中間財等の50%以上を日本及び他

の系列企業から輸入していた。一方，企業内輸

入が10%にも満たない企業も 4社あった。これ

らは米国系 FTZ企業の大半が100%企業内取

35)多国籍企業の企業内敢引については次を参照のこ
と。
Helleiner G. K. ，Intra-nrm Trade and TJze 
DeveloPing Countries， The Macmillan Press， 
1981. また，マレーシア及びシンガポールの電子

産業の企業内取引についてはLim，Linda Y.， 
oム cit.，p. 288を参照のこと。

な開

」
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引で輸入していることと対比すると低い比率で

あると言える。また，輪出についても，先に見

たように日系 FTZ企業の輸出先が多様化して

いることや，最持消費財を輸出している企業が

存在しているため，企業内取引は多いとは言え

なL、。 100%企業内取引を行なっている企業は

3社にすぎず， 7社が10%未満であった。また

100%企業内取引であると回答した企業のうち

1社は販売子会社に対する輸出であった。日系

FTZ企業における低い企業内輸出比率もま

た，米国系 FTZ企業がほぼ 100%企業内取ヲi

で輸出していることと対比される。

このように日系 FTZ企業においては企業内

車引が米国系 FTZ企業ほどには多用されてい

ないことが解かる O

以上の日系 FTZ企業の輸出入ノξターンと企

業内取引の米国系 FTZ企業のそれとの相違は

主として両者のオフショア生産における位寵付

けとロジスティック戦略の差異によると考えら

れる O 日系 FTZ企業の場合は，主に，元来日

本の親企業から輸出されていた製品のコストを

削減するためにマレーシプに設立されたのであ

り，第3国市場に輸出するという点ではそれ以

前と変化はなし、。しかし，米国系 FTZ企業の

場合は日本製品との競合のため，同じくコスト

削減のためにマレーシアに進出したが製品はも

ともと第3闇への輸出用で、はなく米国市場に供

給されるものであり再び米国の親企業に輸出さ

れるのであるO このため日系 FTZ企業では中

間財等の輸入は日本からのものが多く，また，

企業内取引も多いが，輸出先は多様化しており，

系列企業に供給するケースもあるものの，企業

内輸出は少くなっている。これに対して米国系

FTZ企業で、は輸出入とも米国の親企業に依存

し，企業内取引が一般的となってし、るのであ

る。

<労働力と労働条件>

日系 FTZ企業においては主に労働集約的生

産工程が中心であり， f患の FTZ企業開様労働

力の中心は若者三女性である。若年女性労働者が

多い理由としては， まず， 開レベノレのスキノレの

男性よりも抵賃金で雇用しうることがあげられ

る。これは彼女等の多くが家計における補助的

な賃金稼得者であるためで、ある O ちなみに彼女

等の平均月収はクアラノレンプール周辺では200-

250リンギであった。また，半導体産業等では

細かし、作業を行なうため，手先の器用さが求め

られるが， この点においても女性が男性に震っ

ていることもあげられる O

資料を入手し得た自系 FTZ企業全体では女

性労働者の比率が67.7%であった。一方，マレ

ーシアの FTZs全体では女性労働者の比率は

70-75%とみられている。もちろん男女比は企

業により大きく異なる O 日系 FTZ企業の中で

も資本集約的な生産工程を持つ企業においては

男性従業員が大半を占めるケースもあった3の。

ちなみにマレーシアの製造業部門全体では，

1980年の時点で女性労働者の割合は39.5%であ

った37)。また，女性労働者の平均年令はマレー

シアの FTZsでは21才あたりとみられている

が叫， 日系 FTZ企業においてもほぼこれと同

水準で、あった。

次に労働者の人種構成39)を見ると，日系

FTZ企業ではブミプトラ69.9%，中国系13.3%，

インド系16.9%であった。マレーシアの FTZs

全体の人種構成に関する資料はなく，入手し得

る統計は州単位のものとなるが，州により人種

構成比が異なるため7 例えば中国系住民の多い

ベナン州では中国系労働者の比率が高くなると

いう状況にある O 今回の調査ではクアラノレンプ

ーノレ周辺の企業が多いため，おそらくマレーシ

36) 15~土中 3 社において男性能業員数が女性詑業員数

を上まわっていた。そのうち 1社においては9割

以上が男性であった。
37) Department of Statistics， Malaysia. Repori 

01 The Labour Force Survey 1980， Kuala 
Lumpur : Malaysian Government， 1983， p. 93. 

38) Mrinal Datta-Chaudhuri， op. cit.， p. 82. 
39)新経済政策下.マレーシアの人種別人口構成比

(1984年ではブミプトラ56%，中国系333'o'， イン
ド系10%)に沿った雇用が各企業に勧告されてい

るC
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アのFTZs全体の数値よりもブミプトラ労働者

の比率が高くなっていると思われる。マレーシ

アの製造業部門全体ではブミプトラの構成比は

1980年において39.8%であった40)。また， Chee 

Peng Lim， Lee Poh Ping両氏によれば司系企

業におけるブミプトラの比率は45%であり 41) 

一方，主要企業におけるそれは52.3%に達して

いた4九 これらの数値と比較しても日系 FTZ

企業におけるブミプトラ労働者の構成比は高い

と言える O

最後に労働条件であるが， 日系 FTZ企業に

おける週労働時間は42-48時間であり，製造業

部門で一般的な労働時間と変わるところはな

い。しかし， 3交替 2交替制を採用する企業

が多く， 日系 FTZ企業14社中 7社が 3交替制

を 2社が 2交替制を採用していた。ちなみに

FTZ企業全体では77社中42社が 3交替制を実

施していた。 3交番制の場合，就業時間帯が午

前 7時一午後 3時，午後 3時一午後日時，午後

日時一午前 7時に分けられ，一週間ごとに各従

業員の就業時間帯を変更する方法が一般的であ

'7 

G 。

IV 政策と企業の対応

本節ではマレーシア政府の打ち出す諸政策と

これらに対する日系 FTZ企業の具体的な対応

を考察する O

まず， 日系 FTZ企業のマレーシアの国益の

一部を具現した各政策への対応を見る前に，マ

レーシア政府と臼系 FTZ企業の関係を概念的

に把握するため， フェアウェザーの提示した受

け入れ閣の国主主と多国籍企業の利害関の関係を

棋観する向。 彼は受け入れ国と多国籍企業が図

4 -1のような関係にあると想定する。同図に

おいて， 受け入れ国が B-Y， 多国籍企業が

A-Xの範囲内にある場合，これは両者の認識

国4-1 自己利益の見方における衝突

多国籍企業が自己利益の範圏とみるもの

根拠のたしかな衝突区間

iノ J
l、 '1

受け入れ国
A X

J
 

Y RU--
本宮

受け入れ富が自己利益の範聞とみるもの

出所:Fay巴rweatherJohn， International Business lvfanagement， New York : McGraw-

Hil1， 1969.戸間宏、ー訳 f国際経営論』夕、イヤモンド社， 1975年， p. 163. 

40) Department of Statistics， Malaysia， Rφort 
01 The Labour Force Survey 1980， Kuala 
Lumpur : Malaysian Government， 1983， p. 
94. 

41) Chee Peng Lim and Lee Poh Ping， op. cit.， 
1983， p. 74. 

42) 1980年に工業開発庁はマレーシアの主要製造業企

業2，483社についての調査を実施した。

43) Fayerweather Johロ，International Business 
l¥!Ianagement，New York : McGraw-Hil1， 1969 

(戸田忠一訳『国際経営論』ダイヤモンド社，

1975年， pp. 162-63)。
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不足やJ[宥性等によるものであるが， X-y闘に

おいては両者は根拠の明白な見解上の相違点を

有している C 彼の見解を援用すれば，今，マレ

ーシア政府と日系 FTZ企業は図 4-1のx-
Y 間にあると考えられる O 何故ならば，まず，

マレーシア政府は輸出指向工業化の必要性を充

分認識した上で FTZsを設立し，免税期間の

延長等のインセンティブを供与して外国企業の

FTZsへの誘致をはかったからである O しかし

ながら，一方で政府はマレーシア経済の抜本的

改革を目指す新経済政策の自壊達成のための諸

政策等をも同時に実施し， これ に基 づいて

FTZ企業に対しでも種々の規制を行なってい

る。これに対し， 時系 FTZ企業も事前にフィ

ージピリティ・スタディを行なった上で、マレー

シア進出を決定し，その上，進出以来日余年を

経た企業も多く，政府の打ち出す諸政策及びそ

の背後にあるマレーシアの政治，経済，社会的

要因について既に充分な知識を蓄積していると

考えられるからである O

さらに彼は受け入れ国が B-Y，多国籍企業

が A-Xにある場合，両者は認識不足等を解

消することにより X-Y間にまで歩み寄るこ

とができるとする(頗応的アプローチ， aCCOlll幽

modation approach) 44)が， X-Y間において

は両者の力関係によりコンフリクトの解決がな

されるとしている(パワー・バランス・アプロ

ーチ， power-balance approach) 45)0 上述の

ようにマレーシア政府と日系 FTZ企業は順応

的アプローチにより既に X-Y間にあると

える。ここにおいて両者ははたして被の言うパ

ワー・パランス・アプローチを基本とした対応

を行なっているのであろうか， この点にも留意

しながら以下ではマレーシアの外資出資比率，

雇用，現地調達率に関する政策を取り上げ， こ

れらに対する日系 FTZ企業の具体的な対応を

検討する C

44) lbid.，邦訳 pp.162-71. 
45) Ibid..邦訳 pp.172-82.

く外資出資比率>

マレーシア政府の製造業部門での外資出資比

率政策はその時々の政治，経済状勢により以下

のように変化して来た。

1960年代にはすべての産業において外資の出

資比率については緩やかな規制しか実施され

ず， 80-100%の外資出資も容易に受け入れら

れていた。ところが， 1971年以降，新経済政策

に沿った株式所有の人種間及び国内外間の比率

是正 (1990年まで、に製造業を含む全株式の所有

比率をブミプトラ30%，その他のマレーシア人

40%，外国人30%とする)のため外資出資比率

規制が強化され，行政指導により外資を50%以

下にするよう要求されるようになったο しか

し， この際にも輸出指向企業に対しては 100%

外資も容認されていた。

その後，新経済政策の株式所有比率目標の達

成度や経済発展状況，工業化捉進のための外資

の必要性に対する見解の変化により外資出資比

率規制の強化と緩和が繰り返されることとな

る。 70年代央には規制はさらに強化され， 1975 

年11月のガイドラインで、は新規の進出に対して

原則として外資を30%以内にするよう要求さ

れ，輸出指向企業に対しても51-70%の外資出

資しか容認されなくなった。ただしこの時に

も例外的には 100%外資も許可されていた。そ

の後，外資出資比率規制は緩和の方向に向か

い， 1977年後半から出資比率のガイドラインは

以下のようになり，弾力的に運用されるように

なった。

① マレーシア市場に依存するプロジェクトに

ついてはマレーシア舗の過半数所有を政府は

要求する。

② 抽出及び再生産不可能な園内資源の加工に

ついては少なくとも70%のマレーシア側出資

(30%のブミプトラを含む〉を要求する。

③ 輸出を目的とするプロジェクトについては

外国人の過半数以上の所有が許される O ま

た，正当と認められた場合には外国人の 100

Z所有も考意される O
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1977年から81年にかけては規制は緩和されて

いたが， 1982年頃から再び規制が強化され始め

た。その後， 1984年後半から規制は再度緩和さ

れ， さらに1986年末に至って大幅な緩和へと進

んだ向。

日系 FTZ企業はその進出年次により直面す

る出資比率規制のガイドラインに相違があるも

のの，いずれにおいても 100%S本側出資も可

能であった。その結果として前節で、見たように

日系 FTZ企業は高い日本側出資比率を示して

いたのである。

筆者が調査を行なった1983年末から84年初に

かけては新経済政策の自標値達成に向け，特に

ブミプトラの株式所有比率拡大のため，外資

100%の企業に対してその株式の30%をマレー

シア側，特にブミプトラに売却するようにとの

勧告が一部の企業に対して行なわれていた。調

査対象の企業の中にもこのような勧告を受けた

企業が 2社存在した判。

上記の勧告を含め，政府の外資出資比率規制

に関して筆者は日系 FTZ企業12社からインタ

ビューにより回答を得た。この12社中マレーシ

ア側の出資比率が既に30%に達していた企業は

1社のみであった。この企業を除いた11社のう

ち4社が30%をマレーシア資本とする計商があ

るとし 4社がそのような計調はないとした。

残り 3社については状況如何により対応すると

の回答が得られた。つまり，政府が出資比率に

ついての規制を一層強化した場合にはマレーシ

ア資本の受け入れを考慮するとし、う態度であっ

た。また，計画ありと回答した企業の中で讃極

的にマレーシア資本を受け入れるとしたのは 1

社のみであり， t塩は消極的であった。現実問題

として適当なパートナーが存在しない等実現に

は国難が伴なうという声も開かれたO

このように， 日系 FTZ企業閣では出資比率

46)以上は主に日本貿易振興会『海外市場白書J各年

号によった0

47)政府は新聞等に100%外資企業のうち207社の社
名を公表しこれらにマレーシア資本を受け入れ
るよう勧告した。

政策に対しては，マレーシア政府の勧告を積極

的に受け入れようとする態度は弱い。特に出資

比率規制が勧告であり，強制力が弱いため， 日

系 FTZ企業は政府がこのような勧告を出した

背景を知りながらも可能な限り現状を維持した

いという様子が窺えた。

日系 FTZ企業は輸出基地として親企業の世

界的ロジスティック戦略に従い設立されたた

め， 強い統一化48)選好の下にある。そして，

親企業は高い出資北率によりこれら日系 FTZ

企業に対するコントロールを維持しようとする

のである。また，日系 FTZ企業は現地市場指

向企業とは異なり，圏内でのマーケティング等

のために現地人パートナーを必要とすることは

皆無に等しい。現地人パートナーの出現は統一

化の担害要因となるため，親企業は極力マレー

シア資本の導入を拒むのである。

く雇用>

雇用に関するマレーシア政府の政策はブミプ

トラの雇用促進がその中心となる。政府は事~経

済政策においてブミプトラの高生産性部門，す

なわち蕗工業部門への進出促進をはかつてお

り，製造業部門の各企業に対してマレーシアの

人種構成比に沿った人種別雇用を行なうよう勧

告している O さらにこれを従業員の総数におい

て満たすのみならず，すべての職階においても

これを充足することを勧告している。調査時点

のマレーシアの人種構成比(西マレーシアのみ)

はブミプトラ約56%，中国系約33%，インド系

約10%であったが，各企業は一応の百安として

ブミプトラ従業員のよ七率を50%以上とすること

とされていた。政府は各企業に対して毎月労働

局に従業員の人種構成を報告することを義務づ

けると共に， ブミプトラ従業員の比率が上記の

水準に達していない場合は今後の雇用計闘をも

提出させている。

48)統一化及び分散化という概念については Fayer-
weather J ohn ，。ρ.cit. ，邦訳 pp.199-204を
参照のこと。
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ブミプトラ

表4-1 日系FTZ企業における人種J.i1J，職種別従業員構成
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86(35ozi 

4-01 (43. 0%) 

273(52.9%) 

1(12.5%) 

26(52.0%) 

6，273 (75.4%) 

153(62.4%) 

7，213(69.9%) 計

注)日系FTZ企業15社についての集計。

出所:筆者の調査による。

また，外国人従業員(日本人)についても政

府はその数を削減するよう勧告しており，特に

事務系従業員に対してはピザの発給制限等によ

りその数を削減させるよう努めている O

これらの政策に対-して，既述のように日系

FTZ企業はブミプトラの雇用に積極的であり，

従業員全体の69.9%がブミプトラであった。総

数としては政府の目標値を大きく上まわってい

たが，表4--1から明らかなように，管理職で

は中菌系が55.3%を占める等，上部の職階にな

るほど中国系の比率が高まり，一方，管理職，

技術職でブミプトラの比率が{尽く，すべての職

階でブミプトラを50%以上とするという目標値

は満たされていなL、。ブミプトラは工場労働者

で圧倒的多数を占めていた。しかし，インタピ

ューの回答からは時系列ではブミプトラ管理職

は増加しているとの声が多く聞かれた。日系

FTZ企業の中には部の中に課を新設し課長に

ブミプトラを配霞することによりブミプトラ管

理職の比率を高めているケースもあったO

日系 FTZ企業12社中 1社を除いては従業員

の人種構成が政府の自標に沿うよう努力してい

ると答えており，マレーシアの人種問題につい

てはかなりの配慮をしていることが窺える O し

かし， 日系 FTZ企業ではブミプトラ管理職の

増加に努力しているにもかかわらず，表4-1

にあるようにその比率は35，036"と依然として低

い。これはブミプトラの優秀な人材が政府機関

中沼系

136(55.3%) 

387(41.5%) 

180(34.9%) 

6(75.0%) 

10(20.0%) 

627( 7.5;';;') 

22( 9.0%) 

1， 368 (13.3%) 

インド系 ~t 

24( 9.8幻 2必(100.0%)

144(15.5%)1 932(100.0%) 

63 (12. 2.96') 1 516 (100. 0%) 

1 (12. 5%) I 8 (100. 0%) 

14(28.0%) 1 50 (100.0%) 

1， 424(17.1%)1 8，324(100.0%) 
70(28.6%)1 245(100.036) 

1， 740竺竺Lω21C100.0%)

に流れ，民間では不足していること，採用した

くともスキルに比して高給を要求されること等

によるとされていた。そのため日系 FTZ企業

はマレーシアでは一般的である外部からの人材

登用よりも内部昇進を促進したり，技術専門学

校等の学生に奨学金を貸与するなどしてブミプ

トラの人材確保に努めていたc

また， 日本人従業員については，各企業とも

操業開始時には多くをかかえていたが，時を経

るに従って減少している O これは一方で、は課業

が軌道に乗ると共に現地人技術者や中間管理職

の育成が進んだこと，他方，政府の勧告に従つ

ての削減によると考えられる。

日系 FTZ企業が震用政策に対して，出資比

率とは異なり，政府の勧告に積極的に対応しよ

うとしていることは，マレーシアで操業してい

る以上同国の人種陪題に配慮すべきと考えてい

ることによる。また7 日本人の数を削減してい

ることは， 日本人スタップが重要なポストさえ

掌握しておれば他のポストについては現地化が

望ましく， これが親企業の目指す統一化の妨げ

にはならないと考えているためで、あろう叫。事

実，経営して行く以上，社長，経理担当者，工

場長の 3ポストはマレーシア側に譲渡する意思

はないとする意見も関かれた。

49)安室;章一前掲書，第 6
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<現地調達率〉

マレーシア政府は製造業部門の発展のため国

産化率の向上をはかつ，国内のすべての企業に

対して原材料，中間財の現地調達率を50%以上

とするよう求めている。また， FTZ企業を含

めたパイオニプ・ステータス企業が現地調達率

50%以上を達成した場合，免税期間を l年間延

長するという特典を供与してこの白標値を達成

するよう促している。特に，輸入集約的な

FTZ企業の現地調達率の上昇は他の圏内企業

との後方連関の強化及びネットの外貨獲得の増

加に貢献しうると考えられている。しかし，

FTZ 企業に対しては上記の現地調達率はあく

.までも努力目標であり，出資比率や雇用ほどに

は強く勧告されてはいない。

FTZ 企業は本来，関税免除を利用し原材

料，中間財を輸入し，製品を輸出するために設

立された企業で、あり，現地調達率は極めて低い

状態にある 5030 これは日系 FTZ企業について

も同様である O 筆者の調査によれば日系 FTZ

企業16社の現地調達率は高いものでは50%に達

しているケースも 1社存在したが， 30%代が 2

社， 20%代， 105古代が各 1社， 10%未満が10社

であり， このうち 8社が 0%であった。また，

全体では現地調達率は7.7%であった。

しかしインタピューの結果，大半の日系

FTZ 企業は現地調達率引き上げを考慮、してい

ることが判明した。これは輸入に比して納期が

ブレキシフソレで、あること，輸送コストの軽減，

欧州等での特恵関税を利用するため等の理由に

よる O それにもかかわらず上記のように現地調

達率が低いのは何故であろうか。調査の結果，

以下の 3点が現地からの調達を不可能とさせる

50)ペナン外!の FTZ企業全体の現地調達率は1983年

では12.3%であった。しかし このうち FTZs

内での取引が 9.6%であり? これらを除くと 2.7 

Zであった。また，現地調達率は産業により差異
があるものの， ゴム関連等一部を除くと大半は低
水準であった。以上については次を参考とした。
Penang Development Corporation， Annual 
Report and Financial Statements 0/ Free 
Trade Zones in Penang 1983， Penang， 1985. 

理由としてあげられた。

① 中間財等が現地で生産されていない。

② 現地製品の品質が劣る。

③ 品質に問題がない場合でも価格が高L、。

これらの理由のうち②，③はマレーシアの輪

入代替工業化とそれに伴なう弊害及び技術力に

より説明されうるものである 51)。

日系 FTZ企業は国擦市場に製品を輸出する

ため，価格，品質面で激しい競争にさらされて

おり，政府からの要請があってもこれらの扇で

競争力のあるものしか購入できないのである。

この点は現地市場指向企業とは大きく異なる O

これらの企業であれば，中間財等が関税により

保護された場合，輸入から現地調達に切り替え

ることが可能で、ある。

日系 FTZ企業の中には地元企業の育成に熱

心なものもあり，積極的に技術指導を行なって

いる例も見うけられたが， これは一部の企業に

限定されていた。また，一般にマレーシアの企

業は日本の企業とは異なり特定企業との車引を

重設するとし、う煩向が弱し、52)。このたtめ， 日系

FTZ企業の中には前述のように下請け企業が

元請け企業の要請により進出するというケース

も生じている。

さらに，現地調達率の上昇は日系 FTZ企業

の親企業が指向する統一化とは基本的には相容

れないものである。日系 FTZ企業は親企業の

世界的なロジスティック戦略に組み込まれてお

り，前節で見たように原材料，中間財の供給は，

欧米系企業に比して少ないものの，企業内取引

に依存するものもかなりある。このような状況

下では親企業のロジスティック戦略に大幅な変

更がなされない限り，現地調達率の増加を期待

することはできない。また，マレーシアの現在

の技術水準及び工業化のレベノレを勘案すれば，

司系 FTZ企業に中間財を大量に供給しうる地

51)詳しくは AnazawaMakoto， 0ρ. cit.， pp. 127-
34.を参照、のこと。

52) Chee Peng Lim and Lee Poh Ping，。ρ.cit.， 
1983， p. 78. 
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元企業が現われるにはなお時間を要するであろ

うO

以上，マレーシア政府の打ち出す諸政策のう

ち，外資出資比率，雇用，現地調達率を取っ上

げ， これらに対する日系 FTZ企業の対応を検

討した。そこから明らかとなった点は，まず，

マレーシア政府の各政策は全体としての原郎を

明示してはいるが，個々の企業に対しては裁量

的，弾力的に運用されていることである。政府

の目指すところはマクロでの自諜達成であるた

め，個々の企業に対しては当該企業の存在が必

要もしくは望ましいと考えられる場合，例外的

に対処するケースが散見される O 次に， FTZ 

企業は外貨獲得，海外市場へのアクセス，震用

創出等の貢献により現地市場指向企業に比して

強い交渉力を政府に対して持つが， 日系 FTZ

企業はこれを前面に押し出すと L、う姿勢はとっ

ていない。従ってマレーシア政府と日系 FTZ

企業間に大きな対立が生じるといったケースは

ない。また，多少の対立が存在する場合も(上

では出資比率の変更とブミプトラ管理職の増

加)その解決にあたっては， フェアウェザーの

言うところの力による紛争解決がなされるとい

うことはなく，両者が譲歩を伴ないつつ妥協点

を見い出しうるよう努力を継続しているように

思われる。すなわち，図 4-1の X-y間にお

いても引き続き順応的アプローチによる紛争解

決努力がなされていると考えられるのであ

る53)。

FTZ企業は一般に根なし草的 (footloose) 

な性格を持ち，特に労働集約的企業の場合，設備

投資も大きくなく， しばしば標準工場を借用し

うるため，賞金の上昇や免税期間の終了と共に

より一層の好条件を提示する国へ工場を移転す

53)順応的アプローチの継続については次を参照のこ
と。
板壇興一「多国籍企業と中進工業盟のナショナリ
ズム一概念的枠組に関する一試論-J板垣興一編
『多国籍企業と中進工業国』文民堂， 1983年，所

収。

ると言われるが54) 日系 FTZ企業でのインタ

ピューの結果，近年の賃金上昇や一部企業での

免税期間の終了にもかかわらず，マレーシアか

らの撤退を考えている企業は存在しなかった。

従って日系 FTZ企業は一般に FTZ企業に対

して述べられているよりもより長期の視点から

現地での経営を考えており，これが紛争解決に

あたっても力による衝突を回避する態度をとら

せる一因となっていると言えるであろう。

V 結語

本論文ではマレーシアとしづ特定の政治，経

済，社会環境に進出した日系製造業企業のうち

輸出指向企業を，またその中でも FTZ企業と

いう限定された対象を抽出して分析を試みた。

日系企業の研究は特定国に進出した企業全体の

特質の分析を試みるものや，特定産業の分析が

中心であるが， ここでは輸出指向という共通点

に着目して企業を取り上げ， これらを日系現地

市場指向企業と対比させることにより，また，

必要に}おじて欧米系 FTZ企業と対比させるこ

とにより日系 FTZ企業の特質を浮き彫りにす

ることに努めた。

これに先立ち， 1においてわが国の対マレー

シア直接投資の実態を把握し， n においてマレ

ーシアが輸出指向工業化を開始するに至った背

景と開国の FTZs の現状を概観した。

盟での日系 FTZ企業の分析では以下の諸点

が明らかとなった。

日系 FTZ企業は電気・電子及び繊維産業に

属するものが大半を占め，一般に労働集約的で

1社当り従業員数が多く， 100%日本側出資を

54)以下を参照のこと。
UNCTAD，“Export Processing Free Zones 
in Developing Countries: Implications for 
Trade and IndustriaIization Policies，" TD/ 
B/C. 2/211， 18 January 1983. 
UNIDO，“Export Processing Zone in Dか

veloping Cou11tries，" Working papers 011 
structural changes No. 19， UNIDO/ICIS 176， 
August 1980. 
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含め日本側の出資比率が現地市場指舟企業に比

して著しく高L、。また，マレーシアへの進出理

由の上位にランクされたものは政府の供与する

インセンティブ，マレーシアの政治的安定，低

賃金，インフラストラグチャーの整備であった

が， これらはむしろ進出のための最低条件とい

った観があり，インタピューの回答から，企業

により様々な進出理由が存在したことが判明し

た。さらに，輪出入のノ4ターンでは日本一マレ

ーシア一日本，日本一マレーシアー欧米，時本ー

マレーシアーアセアン，アジア NICsの3つが

主要なものであり，欧米系，特に米国系 FTZ

企業では米国一マレーシアー米国のパターンが

大半を占めたことと対比される。そして，企業

内取引は米国系 FTZ企業ほどには多用されて

いなかった。労働力及び労働条件で特徴的であ

った点は，若年女性労働者とブミプトラの比率

が高いこと及び 3交替制勤務の採用が多いこと

であった。

百では政府の諸政策とこれらに対する日系

FTZ企業の対応を検討したが，その際にフェ

アウェザーの提示した受け入れ国と多国籍企業

の関係についてのフレームワークを援用した。

具体的には外資出資比率，悪用，現地調達率を

取り上げ， これらについてマレーシア政府が打

ち出す政策と日系 FTZ企業の対応を両者が根

拠の確かな衝突区間にあると前提して検討し

たO ここではマレーシア政府と日系 FTZ企業

は紛争解決にあたってパワー・パランス・アプ

ローチではなく， JI境応的アプローチを継続して

いる実態が看取された。

国連の報告書等55)にあるように多間籍企業の

行動が低開発閏に与えるインパクトは少なから

ざるものがあり，今後も多国籍企業が低開発問

55) United Nations， Transnational Corlうorations
in World Develoρment Third Survey， New 
York， 1983. 

の工業化ひいては経済発展に影響を及ぼすもの

と思われる O もちろん 1企業の行動が受け入れ

菌である低開発簡の工業化に富接大きな影響を

与えるものではないが， これら企業が全体とし

て工業化に大きな影響を及ぼしうることは充分

考えられる。

マレーシアの場合，その工業化は多国籍企業

に依存する面が多分にあり， 自本は製造業にお

いては第2の投資閣であった。特にマレーシア

の輪出指向工業化は FTZsに進出した多国籍

企業を中心に展開され，日系 FTZ企業もマレ

ーシアの輸出指向工業化に大きく貢献したと言

える。しかしながら，多国籍企業は私企業とし

て利潤の極大化等種々の毘的を有し，また，そ

の行動範酉が複数閣にまたがること， さらに，

本雷利益の代表者であること等から受け入れ国

政府との間にコンフリクトが生じる可能性があ

るO これに対して今回の調査より明らかになっ

たマレーシア政府と日系 FTZ企業の対応，す

なわち順応的アプローチの継続は受け入れ国と

多国籍企業との望ましい関係構築のための有効

な方法を提示していると言える。

本論文はマレーシアに進出した日系 FTZ企

業に関する調査を基礎としたが，今後， このよ

うな調査・研究を他の日系企業についても実施

したい。また，他の先進国出身の多国籍企業と

日系企業との対比も興味深い研究課題である。

低開発国の工業化もその担い手となるのは民

間企業であり， しかもその中には多くの多国籍

企業が含まれる。器開発閣の工業化に関しては

今後も多国籍企業の行動を視野に入れた研究が

なされるべきであろう O ただし，その場合，マ

クロとミクロの接点をどこに求めるかが課題に

なると思われる O


